
 

 

河合町立老人憩の家設置条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３０年 １月 ５日 

                 河合町長 岡 井 康 徳 

河合町条例第 １ 号 

  河合町立老人憩の家設置条例の一部を改正する条例 

 

河合町立老人憩の家設置条例（昭和５９年３月河合町条例第６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条の表中「１２２５番地の１」を「１１９５番地１」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


